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財政援助団体等監査結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を

所沢市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定により、

その結果について報告書を提出します。 

○写  
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第１ 監査の種類 

  財政援助団体等監査 

 

第２ 監査の対象団体及び所管部署 

  １ 対象団体 株式会社ところざわ未来電力 

  ２ 所管部署 環境クリーン部環境政策課 

 

第３ 監査の目的 

出資団体が、出資目的に沿った事業運営を行っているか。また、

出資金に係る出納及びその他の事務の執行が、適正かつ効率的に行

われているかを監査する。 

 

第４ 監査の主な着眼点 

  １ 所管部署 

  （１）出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適正な指

導監督を行っているか。 

  （２）出資者としての権利行使は適切に行われているか。 

  （３）その他、監査委員が必要と認める事項。 

  ２ 団体 

（１）設立目的（出資目的）に沿った事業運営が行われているか。 

（２）出納関係帳簿等の整備、記帳は適正になされているか。ま

た、領収書等の証拠書類の整備保存は適切か。 

（３）その他、監査委員が必要と認める事項。 

 

第５ 監査の範囲及び対象事項 

  平成３０年５月２８日から令和２年１１月１９日までの出納及び

その他の事務事業の執行 
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第６ 監査の期間 

  令和２年１０月９日から令和２年１２月２８日まで 

 

第７ 監査の実施内容 

     監査の主な着眼点等について、試査又は精査による監査を実施し

た。 

また、団体及び対象部署に対し提出を求めた資料と書類・諸帳簿 

等を主体として照合し、疑問点等を団体及び対象部署に確認すると

ともに、令和２年１１月１９日に関係職員から説明聴取を行った。 

 

第８ 監査の結果 

  出資団体の事業運営は、その設立目的に沿ったものであり、適正

かつ効率的に執行されているものと認められた。また、所管部署に

よる出資団体に対する権利行使や指導監督は適切に行われているも

のと認められた。 

  なお、今後検討を必要とする事項として、下記のとおり要望する。 

 

  １ 要望事項 

 （１）再生可能エネルギーの利用促進について 

市民や事業者等に向けて、市としての政策方針や会社の設立目

的等を広く浸透させ、これからも市域における再生可能エネルギ

ーの利用促進を図られたい。 

〔環境クリーン部環境政策課〕 
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出資団体の概要等 

 

１ 出資団体の概要  

（１）名称及び代表者  

  株式会社ところざわ未来電力 

  代表取締役 中村 俊明 

 

（２）所在地 

  所沢市宮本町二丁目２１番４号（所沢市上下水道局庁舎内） 

 

（３）設立目的 

再生可能エネルギーをはじめとした環境負荷の少ない電力の利

用を推進し、市域から排出される温室効果ガス排出量を削減する

とともに、自然に寄り添う持続可能な地域社会の実現に寄与する

ことを目的に設立した。 

 

（４）設立年月日 

  平成３０年５月２８日 

 

（５）業務内容 

  ①発電及び電気の供給に関する事業 

②エネルギー、他のインフラサービス及び地域課題解決に係るサ

ービス等に関する事業 

③経営上必要と認める事業への投資 

④前各号に関する調査、研究及びコンサルティング業 

⑤前各号に附帯又は関連する一切の事業 
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（６）資本金 

  資本金１０，０００，０００円 

 

２ 出資状況 

所沢市の出資金は５，１００，０００円であり、出資比率は５１％

である。 

 

３ 所管部署 

 環境クリーン部環境政策課 

 

 

 


